
４
月
23
日
の「
子
ど
も
読
書
の
日
」

か
ら
５
月
12
日
ま
で
は「
こ
ど
も
の

読
書
週
間
」で
す
。
子
ど
も
た
ち
に

も
っ
と
本
を
読
む
場
所
を
、と
の
願

い
か
ら「
こ
ど
も
の
読
書
週
間
」は
誕

生
し
ま
し
た
。

子
ど
も
読
書
の
日
お
は
な
し
会

日
　
時

　
４
月
20
日
㈰　
午
後
２
時
〜

場
　
所

　
あ
い
あ
い
セ
ン
タ
ー

３
階
音
楽
室

内
　
容

読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
」に
よ
る
絵
本
の
読

み
聞
か
せ
、
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
、
お

楽
し
み
工
作
な
ど
。

参
加
自
由
で
す
。当
日
直
接
会
場

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
都
合
に
よ
り
内
容
が
変
更
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

『
マ
ン
ダ
ラ
チ
ャ
ー
ト
』垣谷

美
雨
／
著

『
孤
城
春
た
り
』 

澤
田
瞳
子
／
著

『
サ
ー
ペ
ン
ト
の
凱
旋
』　

知
念
実
希
人
／
著

『
ド
ヴ
ォ
ル
ザ
ー
ク
に
染
ま
る
こ
ろ
』

町
田
そ
の
こ
／
著

『
ゆ
び
さ
き
に
魔
法
』三浦

し
を
ん
／
著

『
い
の
ち
の
波
止
場
』南　

杏
子
／
著

『
い
つ
か
の
朔
日
』

村
木　
嵐
／
著

『
パ
ン
と
ペ
ン
の
事
件
簿
』　

柳　
広
司
／
著

『
台
所
で
考
え
た
』若

竹
千
佐
子
／
著

『
地
面
師
た
ち
』 

新
庄　
耕
／
著

『
そ
う
い
う
ゲ
ー
ム
』

ヨ
シ
タ
ケ
シ
ン
ス
ケ
／
著

あ
い
こ
と
ば
は
　
ヒ
・
ラ
・
ケ
・
ホ
・
ン
！

　国民健康保険財政を安定的に運営し、保険税の算定方式を県内で統一するため、令和７年度の保険税率
を以下のとおり改定します。また、年間の課税限度額について、地方税法の改正に伴い引き上げを行います。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

令和７年度の
新しい保険税率

医療分
国保に加入するすべての方 国保に加入するすべての方

後期高齢者支援分 介護納付金分
国保に加入する

40歳以上65歳未満の方
改定前 改定前 改定前改定後改定後 改定後

所得割
資産割額
均等割額
平等割額

課税限度額

所得に対して
固定資産税に対して
加入者１人当たり
１世帯当たり

6.20％
12.40％
28,680円
20,400円
650,000円

2.80％
4.84％

11,400円
8,160円

240,000円

1.95％
4.5％

10,680円
4,800円

170,000円

2.28％
2.25％

10,680円
4,800円

170,000円

3.5％
2.43％

11,400円
8,160円

260,000円

7.74％
6.2％

28,680円
20,400円
660,000円

※国保加入者（被保険者）の年齢等に応じて、医療分、後期高齢者支援分、介護納付金分それぞれで計算し
た額を合算し、国保加入者がいる世帯の世帯主（納税義務者）に課税されます。
問合せ先　町民保険課　℡３６６・７１１５

令和７年度　国民健康保険税率の改定 公金支払いのお知らせ

固定資産課税台帳は年間を通じて本人が所有する
固定資産に係る内容を閲覧できますが、縦覧期間中
は無料で閲覧することができます。
また、借地・借家人も契約書等を持参すれば、対象
となる物件について閲覧できます。ただし、閲覧手数
料として200円が必要です。
閲覧できるもの
固定資産課税台帳（土地・家屋の所在地、価格、課
税標準額、年税額等）
閲覧できる方
町の固定資産税の納税義務者本人及び同一世帯の
親族、代理人（委任状が必要）
借地人・借家人等（契約書等の権利関係を示す書類
が必要）
必要書類
本人確認書類（運転免許証等）
※名寄帳の郵送請求については、課税台帳の閲覧に
当たりませんので、交付手数料が必要です。

納税者が町内全域の土地、家屋の価格を縦覧
できる制度です。縦覧することで固定資産が適
正に評価されているか確認することができます。
縦覧できるもの
土地・家屋の価格等縦覧帳簿（土地・家屋の
所在地、価格）
縦覧できる方
町の土地・家屋の固定資産税の納税者本人及
び同一世帯の親族、代理人（委任状が必要）
期間
４月１日（火）～ 30日（水）まで（土・日曜日、
祝日を除く）
午前８時30分～午後５時15分
必要書類
本人確認書類（運転免許証等）

問合せ先　税務課　℡３６６・７１１４

安全で安心な水道水を安定して皆様にお届けするため、水道料金の値上げを７月請求分より実施します。
皆様には、ご負担をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。
※下水道使用料は現行のままです

問合せ先　上下水道課　℡３６６・７１１８

課税台帳の閲覧縦覧帳簿の縦覧

固定資産税の「縦覧帳簿の縦覧」･「課税台帳の閲覧」

水道料金が変わります

詳しくは町ホームページをご覧ください。

※詳しくは町ホームページ
　をご覧ください

町税等公金のお支払いは、金融機関窓口や役場支払窓口での納付のほか、下記の納付方法が便利
です。
なお、４月23日をもって決済サービス「LINE Pay」の収納受付・納付の取扱いは終了します。
各種納付方法と手続き

町県民税（普通徴収）
固定資産税
軽自動車税　※1
国民健康保険税
保育料（給食費含む）
幼稚園給食費
介護保険料
後期高齢者医療保険料
上下水道料金
し尿汲取手数料

口座振替 コンビニ納付・
スマートフォンによる納付 QRコード

※１　軽自動車税は（種別割）となります。
※スマートフォンによる納付では領収証書は発行されません。
※コンビニでの納付及びスマートフォンによる納付で使用できない納付書がありますのでご注意ください。
※ＱＲコードによる納付では領収証書は発行されません。
※クレジット納付は、インターネットから「お支払サイト」を利用した時のみ可能です。また、クレジット納付を利
用した時は、決済金額に応じてシステム利用手数料が別途かかります。

問合せ先　会計課　℡３６６・７１１９

図 書 室
だ よ り

は図書館の休館日です

あいあいセンター
図書室カレンダー

開館時間
午前９時～午後５時
℡３６４・２５００

4 月
日 月 火 水 木 金 土

30

1 32 54
6 7 8 109 1211
13 14 15 16 17 1918
20 21 23 24 25 2622
27 28 29

新
着
図
書

臨時休館のお知らせ
４月14日㈪～18日㈮
蔵書点検のため休館します

『
こ
ど
も
の
読
書
週
間
』

最新情報はこちらから！
あいあいセンター図書室HP

9 2025年4月号 82025年4月号


